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【佐藤企画官】  それでは，開会に先立ちまして御案内をさせていただきます。 

 本日資料はペーパーレスとしておりますので，お手元のタブレットを御覧いただき，操作

においてお困りの点がございましたら，挙手を頂きましたら事務局担当者が参ります。 

 また，本格移転を見据えた試行の一環ということで，今回も本会場と京都の創生本部をテ

レビ会議システムで接続しての開催となっておりますので，よろしくお願いいたします。 

 また，本日でございますけれども，冒頭部会長を選出するという人事案件がございます。

もしマスコミの方あるいは一般傍聴の方などがいらっしゃいましたら，恐縮ですが，一旦御

退出を頂きまして，人事案件終了後に入室していただけますよう，よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは，ただいまより文化政策部会の開催をさせていただきます。委員の皆様におかれ

ましては，今期文化審議会の委員をお引き受けいただくとともに，本日は御多忙のところお

集まりいただき，まことにありがとうございます。本日は第 1 回目の部会でございますの

で，後ほど部会長を互選していただく必要がございます。それまでの間，事務局の方で議事

を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに，文化政策部会の委員の方々を御紹介させていただきたいと思います。皆様のタブ

レットのお手元の資料でございますけれども，資料 1 の 4 ページを御覧いただければと思

います。 

 資料 1 の 4 ページでございますけれども，文化審議会第 17 期文化政策部会委員というこ

とで，委員の名簿一覧がございます。名簿の順に御紹介をさせていただきたいと思いますの

で，御専門の分野など，一言御挨拶を頂ければと思います。 

 初めに，河島委員でございます。 

【河島委員】  同志社大学の河島と申します。経済学所属でして，文化経済学，文化政策

学といったことを専門としております。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  続きまして，松田委員でございます。 

【松田委員】  東京大学の文化資源学研究室というところで働いております，松田陽と申

します。専門は文化資源学ですが，とりわけ歴史的な文化資源，文化遺産と言われるものの

活用を中心に，この部会ではいろいろと発言していきたいと考えております。どうぞよろし

く願いいたします。 

【佐藤企画官】  続けて生駒委員でございますけれども，本日御欠席ということで連絡を

頂いております。 

 続いて石田委員でございます。 

【石田委員】  昭和音楽大学オペラ研究所の所長をしております，石田麻子と申します。



よろしくお願いいたします。専門は舞台芸術政策と申しておりますが，世界の各国の劇場政

策，劇場運営，そういったことを研究しております。それから，日本芸術文化振興会で調査

研究分野のプログラムディレクターも務めております。そこでは，各国のアーツカウンシル

研究などもいたしております。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  続けて，今回新規で委員に御就任いただきました，大橋委員でございま

す。 

【大橋委員】  大橋でございます。よろしくお願いいたします。経済が専門でありまして，

今回，文化というものについて比較的新参者なのですけれども，専門として，他方で政策評

価みたいなこともいろいろやらせていただく機会があって，そういう観点からも含めて，い

ろいろ貢献させていただくところがあれば，うれしく思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【佐藤企画官】  続きまして，小林委員でございます。 

【小林委員】  東京大学の小林でございます。松田さんと一緒の文化資源学研究専攻に所

属しております。ふだんは文化政策の研究，とりわけ地方自治体の文化行政の研究をしてお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

【佐藤企画官】  本日，このほかに日比野委員が少し遅れていらっしゃるということで，

御連絡を頂いております。なお，他の名越委員，山野委員，湯浅委員，キャンベル委員につ

いては，本日御欠席ということで，御連絡を頂いているところでございます。 

 なお，一点お願いでございますけれども，テレビ会議で京都とつないでおりまして，その

際にマイクを使っていただけると，京都の方に聞こえやすいということでございますので，

発言の際にはそのような形でお願いをできればと思っております。 

 続きまして事務局の方も，今期初めてということでございますので，紹介をさせていただ

ければと思います。少し欠席，ございますけれども，途中から出席ということでまた，参る

と思います。初めに，中岡文化庁次長でございます。 

【中岡次長】  中岡です。どうぞよろしくお願いします。 

【佐藤企画官】  内藤文化庁審議官でございます。 

【内藤審議官】  内藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  杉浦文化庁審議官でございます。 

【杉浦審議官】  よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  豊城文化財鑑査官でございます。 

【豊城文化財鑑査官】  豊城です。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  榎本企画調整課長でございます。 

【榎本企画調整課長】  榎本です。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  清水文化経済・国際課長でございます。 

【清水文化経済・国際課長】  清水です。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  水田著作権課長でございます。 



【水田著作権課長】  水田です。よろしくお願いします。 

【佐藤企画官】  田中文化資源活用課課長補佐でございます。 

【田中文化資源活用課課長補佐】  菊地の代わりで出ております。よろしくお願いいたし

ます。 

【佐藤企画官】  平山文化財第一課長でございます。 

【平山文化財第一課長】  平山です。よろしくお願いします。 

【佐藤企画官】  そして，京都からテレビ会議の方で三木文化創造担当参事官でございま

す。 

【三木参事官】  三木でございます。久しぶりでございまして，お懐かしい先生方も多く

て，懐かしんでございます。また，御尽力のほど，よろしくお願い申し上げます。 

【佐藤企画官】  南宗務課長でございます。 

【南宗務課長】  南です。よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  坪田芸術文化担当参事官でございます。 

【坪田参事官】  坪田です。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

【佐藤企画官】  最後に私，文化庁政策企画官の佐藤でございます。どうぞ，よろしくお

願いいたします。 

 それでは，続きまして部会長と部会長代理の選出を行いたいと思います。 

 

（傍聴者退出） 

 

※部会長に河島委員，部会長代理に松田委員が選ばれた。 

 

（傍聴者入室） 

 

【河島部会長】  それでは，今期文化政策部会の部会長は私，河島，部会長代理は松田委

員ということになりました。開会に当たり，部会長として一言，御挨拶を申し上げたいと思

います。 

 私，文化政策部会，文化審議会と何年かに渡って関わってきまして，前の前の期になるか

と思いますけれども，基本計画の策定というものの作業にも関わった経緯がありますが，そ

のとき，一年間に 6 回か 7 回か会議がありまして，大変，そのほかにワーキング会議もあり

まして，非常に大変だった，けれども濃密な議論を展開したというような記憶が大変強いも

のですから，その後の昨年第 16 期と 17 期ということで，それよりはもう少し緩やかな形

で，あれ，これだけでいいのかなというのが，何かかえって変な感じがしているのですけれ

ども，実はここからが本番でして，計画を立てたところをしっかり，それが執行されている

か，そしてどの程度の本来目指す，文化政策として目指すべきことというのが，どの程度効

果を上げているのかということを，今期以降も見ていくということで，任務としては，回数



は今のところそれほど多くはない予定のようですが，皆様も含めて非常に大きな任務を背

負っているというふうに感じております。 

 それで，もう一つ最近感じたことを少しこの場で御紹介というかお話しさせていただき

ますと，京都市で先日京都新聞が開いた，文化と地域を考えるというような，広い意味での

文化を考えるシンポジウムがございまして，学生とともに行ってきたのですが，基調講演を

された哲学者の鷲田清一先生が大変面白いことをたくさんお話しされまして，鷲田先生は

皆様御存じかと思いますけれども，大阪大学の総長を務められた後，京都では大谷大学，そ

れからら京都市立芸術大学の学長もされた方で，今せんだいメディアテークの館長をされ

ていらっしゃるのですけれども，京都における生活の文化の在り方とか，それからコミュニ

ティーが実は薄くなっているというような，いろいろな指摘があったのですね。 

 それはそれで本当に大変得るところが大きかったのですが，一緒に行った中国人の留学

生に後から感想文のようなものを書いてもらったところ，日本は，特に京都のような街だ

と，古い文化財だとか文化遺産というものを大事にしている一方で，漫画だとかアニメだと

か，そういった現代のコンテンツにもあふれた，ポピュラー文化が豊かな国だと，そういう

ふうに，その 2 つだと思っていたけれども，それ以外にももっと生活の中での文化の在り方

だとか，もっと文化にいろいろな多層的な側面があるというか，そういうことに初めて気が

ついたというようなことを言っておりまして，言われてみればそうだろうなというふうに

強く感じました。 

 こちらの，私たちが関係する文化政策の分野でも，インバウンドに向けた何々とか，国際

ブランディングというようなことも大事な側面として挙げられていまして，これはこれで

文化政策の新たな方向性として一つ，重要でもあり面白いところだなというふうに個人的

には思っておりますけれども，ともすると外国人受けするといいますか，外国人にとって興

味を持ってもらいやすい，その 2 つに集中してしまって，もっと広い意味での，文化庁の政

策対象とするかどうかはともかくとして，広い意味での文化，生活であるとか，それからも

う一つ，これは文科庁の政策対象として非常に大事である芸術文化の分野というものも，日

本はまだまだ世界に誇るものというのがたくさんありますので，外国人目線ということば

かりを意識し過ぎていた面もあるかなと思いまして，その他のもっと広い文化で，文化とい

うものを捉えて考えていくということを，私たちは忘れてはならないのではないかなとい

うようなことを思った次第です。 

 今期は，先ほど申し上げましたように，基本計画のフォローアップということをやってい

くという大事な時期にかかっておりますので，委員の皆様方，どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは，続きまして本日御出席いただいております，中岡次長から御挨拶を頂きたいと

思います。 

【中岡次長】  文化庁次長の中岡でございます。文化庁次長を 3 年半やっておりますの

で，長くやっているということで，私から御挨拶をさせていただきます。 



 本来ならば，文化庁長官の方から御挨拶申し上げるべきところでございますけれども，本

日はフランスのアヌシーの国際映画芸術祭に行っておりまして，今の段階では機中の人で

あろうと思いますけども，私から御挨拶を申し上げたいと思います。 

 まず，最初に本日は年度初めということで大変お忙しい中，文化審議会の第 17 期の文化

政策部会に御出席いただきましたて，ありがとうございます。昨年度から引き続き御就任い

ただいた委員の皆様もいらっしゃると思いますけれども，また，新たに御就任いただいた 3

名の皆様に厚く御礼申し上げたいと思います。 

 先ほど河島先生のお話がございましたけれども，実は 3 年前は文化政策部会，非常に大車

輪の議論をしていただきました。これは文化庁にとっては未曽有の，京都移転という大課題

を頂いたということがございますし，一方で文化芸術の幅が広がる，先ほど生活，文化，こ

れは食文化も含めてでございますけども，そういったこと，あるいは観光行政をめぐる文化

に対する熱いまなざし，そういったものもございました。 

 そういう中で，緊急答申を策定すべく，文化政策部会，ぐるぐる回していただいたわけで

ございまして，その中で，その成果で新文化庁というキャッチフレーズ，そこで一昨年の文

化芸術基本法の改正につなげていただいたわけでございます。おかげさまで昨年の 10 月に

は，文化庁の法改革をさせていただきまして，今年度の予算につきましては，本日も資料を

お配りしておりますけれども 1,167 億というようなことで，環境税の執行も含めまして，大

幅に広がったわけでございます。 

 そういう中で，基本計画を着実に進めるということで，各省の調整機能も頂き，また，シ

ンクタンク機能が足りないというようなことも政策部会で御指摘を頂いておりましたの

で，そういったものもしっかり整えるということがございます。あたかも，文化 GDP とい

う言葉が，これは 3 年ちょっと前の話の中で，それを倍増するというような目標が書かれた

わけでございますけれども，文化 GDP 自体はその当時 1.8 兆円，それを 3 兆円ということ

で倍増していこうという議論であったかと思いますが，御案内のとおり，日本の人口自体は

減っていっているという中で，そういったものが達成できるのかというような根本的な御

議論もございますが，一方では，そもそもユネスコで GDP の考え方を考える際に，例えば

実演芸術におきましても，劇場内でのそういったある意味サイドといいますか，そういう

GDP ついてはカウントされるけれども，村々で行われている祭りだとか，そういったもの

はなかなか捉えられていないと思いますね。 

 そういったものもございますので，ある意味，先ほどございましたように，文化芸術の幅

が広がっていくという中で，捉えていく指標自体も変わっていくのではないかといったと

ころも含めて，シンクタンク機能といいますか，そういったものを発揮しつつあるというの

が，現在の文化庁の状況であるかと思います。 

 本部会におきましては，昨年度に引き続きまして，基本計画の着実な実行に向けまして，

取り組んでいくわけでございますけれども，是非文化行政に対しまして忌たんのない御意

見を頂戴したいと思います。単に，各省折衝におきます各省調整の権限が文化庁にあって



も，単に計画を作るというだけではなくて，実は日本博という大規模な事業を既に始めてお

りますけども，それ自体は国際観光旅客税の財源を持ち，取り組んでおるわけでございま

す。 

 その財源自体は文化庁で執行するということで，各省でもそういう日本のすばらしいも

のを外国に対して，国内外に対して PR していくということにつきましては，ある意味文化

庁の調整能力の期待がされる部分ではないかと思っております。こういったことも含めて，

御指摘なり御指導いただければ有り難いと思います。 

 本日以降頂きます，委員の皆様方からの一つ一つの貴重な御意見，御提言が，新時代の文

化政策施策の充実につながることでございますので，今後 1 年を通じまして，様々な御意見

を頂戴いたしますことを期待いたしまして，簡単でございますが，私の方からの御挨拶とし

ます。ありがとうございました。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 それでは，本日は今期最初の部会となりますので，本審議会の概要と運営上の規則，それ

から文化庁が今期この部会や我々委員にどのような役割を求めているのかといったことな

どについて，確認しておきたいと思います。これらの点につきまして，事務局より説明をお

願いいたします。 

【佐藤企画官】  それでは，資料 1 の御覧いただければと思います。資料 1 でございます

けれども，まずは 1 ページ目で文化審議会の全体構成について書いてございます。文化政策

部会についても，審議会の下に置かれる部会ということで設置をされております。 

 次の 2 ページ目でございますけれども，文化審議会の今期の委員名簿ということになっ

ております。 

 そして 3 ページ目，4 ページ目でございますけれども，今年 4 月 12 日に文化審議会の総

会で，文化政策部会の設置について決定をされたものでございます。 

 続けて 5 ページから 8 ページまででございますけれども，こちらについては文化審議会

の関係法令でございますので，後ほど御参考に御覧いただければと思います。 

 そして 9 ページ，10 ページでございますけれども，文化政策部会の運営規則等が載せて

ございます。そこにございますとおり，会議については原則として公開，そして会議資料あ

るいは議事録についても同様に，原則として公開ということになってございます。 

 また，本部会に求められる役割についてでございますけれども，先ほど資料 1 の 1 ペー

ジで見ていただきましたとおり，文化政策部会の役割として，文化の振興に関する基本的な

政策の形成に係る重要事項について審議する場と位置付けられております。先ほど来，河島

部会長あるいは中岡次長の説明にもございましたとおり，今期の文化政策部会につきまし

ては，基本計画の進捗状況の評価検証に関する議論を中心的に，お願いをしたいというふう

に考えてございます。 

 各委員におかれましては，それぞれの専門分野での御知見や御経験などを踏まえた建設

的な御意見を積極性にお示しいただき，その内容を国の文化政策に反映していきたいと考



えてございます。 

 事務局からの説明は以上です。 

【河島部会長】  ありがとうございました。それでは，ただいまの内容について委員の皆

様から御質問等ありましたら，お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは，本日の議題 3 番目，一番重要なところになりますけれども，文化芸術推進基本

計画のフォローアップについて，事務局より御説明お願いいたします。 

【佐藤企画官】  それでは，続けて御説明をさせていただきます。まず資料の 2－1 とい

うものを御覧いただければと思います。資料 2－1 でございますけれども，1 ページ目に文

化芸術推進基本計画のフォローアップスケジュールイメージというものがございます。こ

ちらは前回の 1 月の部会でも同様のものをお示しさせていただいているところでございま

す。一番上の方に，基本計画に記載されているフォローアップのポイントとして，3 点ござ

います。目標と戦略，そして今後 5 年間に取り組むべき施策の関係性について分かりやすく

可視化するということ，そして年度ごとに評価検証のフォローアップを実施し，今後の政策

改善に反映する。また，中間年度，2020 年度終了後に中間評価を実施するといったところ

が，基本計画に書いてあるところでございます。 

 また，フォローアップスケジュールの方の表のところの上のところに政策評価行政事業

レビューというところで，水色の記載がございますけれども，後ほどこれらについても改め

て御説明しますが，こういった政策評価あるいは行政事業レビューとの関係の作業と一体

的に，こちらの部会でのフォローアップについて実施をするということで，やらせていただ

きたいというふうに考えております。 

 また，前回の部会での御意見を踏まえまして，全ての事業について毎年度やるということ

ではなくて，めりはりをつけた評価の実施をしていくということ。そしてまた，現場の元気

が出るようなグッドプラクティスの紹介等も行うということで，進めさせていただきたい

というふうに考えております。 

 後ほど，本日全部のテーマ，16 テーマあるうちの，事務局で 3 つ選ばせていただいた 3

テーマについて御説明をさせていただきたいと考えております。このうち，芸術教育と博物

館の関係でございますけれども，従前文部科学省の本省で全部あるいは一部を実施してお

りましたけれども，機能強化の観点から，昨年の 10 月に文化庁に移管して，関連施策と併

せて一体的に進めていくこととしたものでございます。また，国際観光旅客税を財源とした

一連の事業につきましては，前回の部会でどのような観点で評価していくのか検討が必要

という御指摘を頂いたことを踏まえまして，アウトカムの設定等について御意見を頂きた

いと考えてございます。 

 今年度の部会につきましては，2－1 の 1 ページにございますとおり，全部で 3 回という

ことの想定をしておるところでございますけれども，本日の御議論を踏まえまして，必要に

応じて，概算要求前にテーマごとに，少人数でワーキングを開催するという機会を設けるこ

とも含めて，考えていきたいと考えております。 



 続けて 2 ページ目でございますけれども，これは 1 月の部会でも示させていただきまし

た，文科省の政策評価における文化分野の政策評価体系等の見直しの方向性についてとい

うことでございます。 

 そして 3 ページ目は，先ほど御説明しましたとおり，2020 年度が基本計画の中の中間年

度でございますので，その次の 2021 年度に文化政策部会としての中間評価を頂く，また政

策評価については，その年度に事後評価というものを併せて実施するというスケジュール

で考えていることを，示したものでございます。 

 続けて資料の 2－2 で，政策評価そして行政事業レビューについて少し，補足で説明をさ

せていただきます。資料 2－2 の 1 ページ目を御覧いただければと思います。少し小さい字

で恐縮でございますけれども，政策評価につきましては，行政機関が行う政策の評価に関す

る法律に基づいて政策の効果を把握し，これを基に評価した結果を政策の改善につなげる，

PDCA サイクルでございますが，それとともに政策について国民への説明責任を果たすとい

うことを目的とした取組でございます。 

 また，行政事業レビューにつきましては，原則全ての事業について予算の執行形態を明ら

かにした上で事業の点検を行い，その結果を予算や執行等に反映させる取組でございまし

て，PDCA サイクルの具体化を図るという点では政策評価と共通する取組でございます。文

科省におきましては，原則として施策単位で政策評価を実施するとともに，事業について行

政事業レビューによる検証を行うこととしております。 

 そして，PDCA サイクルの具体化を図る取組である政策評価と行政事業レビューにつきま

しては，その連携が非常に重要であると考えております。政策評価の実施に当たっては，当

該施策に関連する行政事業レビューの内容に，また行政事業レビューの実施に当たっては，

当該事業の上位に位置付けられる施策の評価の内容に，それぞれ十分に留意し，整合性を図

るということが求められておるところでございます。 

 続けて 2 ページ目に行っていただきますと，スポーツ分野の例でございますけれども，施

策と事業の関係についてイメージとして入れておりますので，そちらも御参考に御覧をい

ただければと思っております。 

 続いてその次の 3 ページ目でございますけれども，こちらの文部科学省全体の政策目標

の一覧となっております。このうち，文化芸術の関係につきましては，右下のところの政策

目標 12 というところでございますけれども，全体としてすぐれた芸術文化の振興を図ると

ともに，我が国固有の伝統文化を継承・発展させることにより，文化による心豊かな社会を

実現するということを目指しつつ，4 つの政策目標を設定しているところでございます。 

 なお，この後資料の 2－3 ということで，各担当課から御説明する資料でございますけれ

ども，その中に行政事業レビューシート等が入ってございますけれども，これらについては

現在調整中の内容も含むものでございますので，委員限りの扱いとさせていただければと

考えております。 

 事務局からの全体的な説明は以上でございます。 



【河島部会長】  ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの内容について，委員の皆様から御質問等ございましたらお願いいた

します。いかがでしょうか。 

【大橋委員】  初めてなので，過去の経緯含めて間違ったことを申し上げる可能性もある

かもしれませんが，御質問の箇所ばかりかもしませんけれども，一点気付いたことだけお話

しさせていただきます。基本的にここでの話，政策評価と事業レビューについて強いフォー

カスを当てられていますが，政府全体でいうと EBPM という話が恐らくあって，そうした

単語があればいいということでもないですけれども，EBPM 的な考え方も本来だったら入

っていていいのかなという感じがします。 

 EBPM とは何かということはなかなか定義が見当たらないと思いますけれども，基本的

に私が思うに，施策レベルで御覧になるということなので，その施策レベルで申し上げたと

きに，一体その施策は何のためにやっているのでしょうかとことを問うものと思います。こ

こで言うロジックモデル的なところ，資料 2－2 の 2 ページで言うと，最終アウトカムのと

ころが何のために，何を目指したものなのでしょうかというところが多分，問いかけとして

まず入り口としてあって，じゃそれを達成するためにどんな施策，これ複数の施策が恐らく

あるのだと思う。 

 その中で，一体どんな施策があって，その施策のどういうものの組合せが最も効果的なの

でしょうかというふうな問いかけをしているのが EBPM なのかなと思うのですよね。そう

すると，その施策，そして関連する指標を見える化するというは何のことを言っているかと

いうと，恐らくその施策をどの程度達成できたのですかということが分かるという意味で

の見える化だと思っているのですが，今回，確かにアウトカムは示していただいてはいるも

のの，ここに，例えば資料 2－2 の 2 でいうところの最終アウトカムのところというのは，

すごく定性的な内容なので，これは施策をやっても達成されたのかどうかというとよく分

からないというか，というところがあってはいけないのかなと。 

 なおかつアウトカムの指標を作られるのだとすると，施策とアウトカムというのはある

程度結びついてないと，そもそも達成度というのは分からないし，達成度が分かれば施策の

改善につながるのですよね。どうしてうまく，当初思っていたようにうまくいかなかったの

かとか，じゃうまくいかなかった，次はこういうところを直してみようというふうな新しい

動きにつながるので，そういう意味で言うとそこの辺りというのを頭に置いてやられると

いいのかという感じがいたしました。 

 すごく抽象的なコメントで申し訳ありません。気付いた点として，失礼いたしました。 

【河島部会長】  何かあれば。 

【佐藤企画官】  大橋先生，どうもありがとうございます。非常に御専門の観点から有益

な御意見を頂きまして，どうもありがとうございます。御指摘ありましたように，今政府全

体として EBPM の発想に立ちまして，いろいろなこういった政策評価，あるいは行政事業

レビューについても考えていくという取組をさせていただいているところでございます。 



 資料 2－2 の 2 ページ目の，スポーツの方のロジックモデルについても，昨年度文科省で

参考にということで設定したものでございますけれども，全体的にその後もいろいろと見

直しを行っているところでございます。今回，具体的に次の資料の 2－3 の中でも，アウト

カム等の設定をしておりますけれども，なかなかその設定に当たって担当課でもどうした

方がいいのかなと考えている部分ございますので，また具体のところで，こうした方がより

いいのではないかという観点から，併せて御指導を頂けると有り難いと思っております。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 ほかに，何か御質問等ありますか。 

 それでは，むしろ各資料 2－3 の方でもう少し具体的な施策のフォローアップということ

を議論する中で，更に進めた方がいいかと思いますので，文化庁の各御担当の方より資料 2

－3 のフォローアップ案に，大きく 3 つの目標ごとに分けてありますので，御説明を頂き，

委員の皆様から御意見，御質問を頂戴する形で意見交換をしていきたいと思います。 

 資料と順番が前後いたしますが，まず，最初に博物館関係のマル 14 番，次に子供の芸術

教育・体験の関係，そして最後に文化資源を活用した付加価値の創出についてという順番で

お願いしたいと思います。 

 それでは，まずは博物館・文化施設の振興と専門人材育成について，企画調整課より御説

明お願いいたします。 

【榎本企画調整課長】  よろしくお願いいたします。企画調整課，榎本です。 

 資料 2－3，11 ページでございます。よろしいでしょうか。11 ページ，マル 14，博物館・

文化施設の振興と専門人材育成でございます。きょう，16 ある中で，その中で 3 つだけ。

で，トップバッターでございますので，是非ここで千本ノックを受ける覚悟でやってまいり

ました。 

 博物館に関しては，この 11 ページ中ほどに現状分析として，まず博物館の数が 5,600 余

りあるわけでございます。その中で，国立の博物館は 10 余りでございますので，直接的に

文化庁がこうしますよと言って動くところは，国立が主になってまいります。そこで，今回

この議論をするに当たりまして，私としては 2 つ考えております。 

 まず文化庁の施策というのは全 5,000 余りの博物館に直接的に関わるというよりも，まず

1 つ目，いかにいい事例を作っていくか。このいい事例というのはグッドプラクティスもあ

れば，あるいは反省すべき材料，こういったものもあろうかと思います。いかにそういった

事例をきちんと作っていくか，そして 2 つ目として，この事例をどうやって横に展開して普

及させていくか，ここだろうと思っております。 

 そうした中で，きょうの目標ですとか達成手段について検討してみているところでござ

います。まず，この 14 に関して 2 つの施策がございます。ダイヤが 2 個ありまして，博物

館を中核とした文化クラスター，文科集積地区と認識しておりますが，その文化クラスター

の形成，それから専門人材の研修でございます。 

 達成目標として，3 つ挙げております。達成目標は振興基本計画を作った際に，一旦これ



でフィックスとしているところでございますが，1 つ目が地域の博物館が中心となって文化

集積地区を形成していく。それによりまして，地域の文化資源を生かした面的，一体的な取

組を進めていく。2 つ目として，博物館と学校との連携。3 点目といたしまして，こういっ

た活動を支えていく人材という観点で，学芸員等の専門職員の研修の充実でございます。 

 現状分析といたしまして，丸，幾つか並べてございます。数としては博物館，登録博物館

ですとか相当施設ですとか，そういった博物館法によるものもございますが，それら以外も

含めて 5,600 余りと集計しています。そうした中で，専門職員としての学芸員の方が，学芸

員という肩書でやっていらっしゃる方が 7,800 余り，そして博物館に関して予算，実はこれ

公立部分だけなのでございますけれども，平成 11 年から 28 年度の中で，これは教育委員

会の集計の累積なのでございますけれども，減少傾向にあるというところ。一方で，学校と

博物館の連携に関しましては，今回の新しい学習指導要領におきましても社会科，理科，総

合学習あるいは美術等におきまして，美術館と博物館を積極的に活用していきましょうと

いうことが明記されているところでございます。したがって学校との連携重要と。 

 また，博物館に関しては地域の社会教育施設の役割もありますけれども，併せてインバウ

ンド貢献ということも，昨今どうしても課題として出ているところでございます。私として

は，インバウンドそのものというよりも，いろいろな文化的背景を持っていらっしゃる方に

どういうふうに見てもらうかという観点での，工夫の一助になるのではないかと思ってい

ます。それから最近の話といたしましては，こういった公立の博物館はこれまで教育委員会

所管となっておりましたけれども，今行っています国会の中で地方分権一括法が成立して

おりまして，これからは教育委員会だけではなく首長部局でも博物館の所管が可能として

いるところでございます。そうした中で博物館行政，更にいろいろな総合行政の中で取り組

めればとも期待しています。 

 次に，測定指標といたしまして，数年に 1 度の調査が多かったりするのですけれども，博

物館の入場者，利用者数それから人材の行政に関する評価，それから国民の鑑賞活動への参

加，こういった指標も使っていきたい。そして達成手段といたしまして，ここからお手元に

机上配付用で横長の資料を置かせていただきました。今回資料が大分，精選するという観点

で作った結果，結局何の予算か分かりにくいなと思いまして，横長の資料で今回対象として

おります施策をごく簡単に俯瞰（ふかん）しています。 

 2 つ予算がございまして，1 つ目が博物館を中心とした文化クラスターというものでござ

います。これが，一枚めくりますと，このクラスター事業の概要を書いてございまして，実

はこの文化クラスター形成事業というのも更にここ 3 つに分かれていて，複雑な構成なの

です。中ほど 3 つございまして，そのうち 1 つ目が博物館クラスター形成支援事業，これは

博物館が魅力発信，観光振興，多言語化，いろいろな観点で地域の産業や観光部局といろい

ろな連携をしていきながら，地方における文化の拠点になっていこうというもの。 

 それから 2 つ目，実はこれは従来から行っているのでございますが，地域と共働した創造

活動支援ということで，博物館が地域の子供たちあるいは障害を持った方々，高齢者の



方々，いろんな方と連携しながら新しい取組を進めていこうという事業でございます。こう

いった事業がまず，一つございまして，このうちの博物館クラスター形成支援事業は，もう

一枚めくりますと日本地図に 8 か所マッピングしているものがございます。こういった 8 か

所は，博物館施策におきまして比較的，1 か所当たり 1,000 万以上を入れるところが多いの

でございますけれども，地方における様々な課題への解決貢献という観点からの取組でご

ざいます。 

 こういった博物館クラスター形成支援事業がございますが，そのほかに博物館の人材に

関する研修事業，これが最後でございます。この研修事業も，博物館の専門職員の方の御経

験に応じて，若手，中堅，管理職となっておりますけれども，いろいろな館長向けの研修で

すとか，海外派遣ですとか，いろいろ幾つかメニューが分かれておりまして，これらを使っ

ていただくという構造になっています。 

 こういった構造の中での今回の行政事業レビューシートなのでございますけれども，ま

たタブレットにお戻りいただきまして，12 ページでございます。資料 2－3，12 ページでご

ざいますけれども，2 つ御紹介いたしました文化クラスター形成事業に関しまして，ここで

はアウトプットを 1 つ，まずこの実行委員会の数，これを要すれば全体の事業件数でござい

ます。 

 ですので，大体年間 100 件程度，比較的規模の大きいものから小さいものまで含めて，こ

ういった事業を行っているというところですけれども，ここの下にアウトカムとして 2 つ

挙げてみています。先ほど御紹介した 8 件ほどの，比較的大きい形で地域の課題解決に貢献

するものとして挙げているのですけれども，アウトカムとして 2 つ考えていまして，一つは

博物館が連携するパートナーがどれだけいるのかという観点でございます。 

 一つの拠点には複数の博物館が参加しましょうということは必須としておりまして，そ

こに地域の観光団体ですとか教育機関ですとか企業ですとかが幾つ参加するかといったこ

とをまず，一つの指標として，新規でございますので，30 年度から入れてみているところ

でございます。それからもう一つ，アウトカムを入れておりまして，これは 8 か所の事例に

関してどういうグッドプラクティスができたか，あるいはどんな反省課題があるか，これは

きちんと集計して整理をしてそれをこのきっちり横展開，公表していきましょうというこ

とで，アウトカムとしてこの事業実施に関して他の博物館の参考となる取組の実施を推進

するということで，指標として事業実施に関する実績報告書の結果，他の博物館の参考とな

る取組を実施していると認められる団体数ということで，これは今の 30 年度分，正に今整

理しているところなのです。 

 30 年度やってみて，こういういい事例は，これは周知すべきだ。あるいはこういったこ

とは課題として，きちんと整理をして，論点として提起していくべきだといった，この集計

を現在やっているところでございます。ですので，個別の事業を，お金を配って終わりはな

くて，その成果をどう広めているかということに力を置きたく思っております。 

 それから，タブレット次，13 ページでございます。今度は博物館にいらっしゃる方々の



研修事業ということでアウトプット 2 つ，それからアウトカム 3 つ，並べております。この

うちのアウトプットに関しては，研修の参加者数ですとか，それから実施の回数，日数，予

算と連動した参加者数や日数について，まず置いてみてございます。館長研修等，平成 30

年度，これ実は文部科学省から移管された直後だったのでございますけれども，昨年度初め

て文化庁で担当しております。その時点ですと参加者数，3 つの事業に関しまして 88 でご

ざいました。今年度，31 年度に関しては 100 プラスアルファということで，想定していま

す。また，研修開催日数，これは従来から文化庁で行っている事業でございますけれども，

2 つの研修合わせて 8 件という数値にしています。 

 その他，アウトカムに関して，これは 3 つございます。まず，一つが参加者のアンケート

でございます。アンケートに関して，これも実は文部科学省で行っていた施策を継続してい

る関係上，大いに役立つと回答した者の割合，これを 6 割と文部科学省で設定しておりまし

た。ここに関しては，もう少し今年度実施するに当たっていろいろ工夫していきたい。実は，

大いに役立つというだけではなく，いろいろな観点のコメントも頂いていますので，そうし

たいろいろなコメントをきちんと反映するような成果指標も考えたく思っています。 

 またアウトカム，その 2 つ下ですけれども，ミュージアム・エデュケーターとミュージア

ム・マネジメント研修というものがございまして，ここについては指標，これまで長年渡っ

て開催してきた研修参加者がどうなっているか，それに着目したく思っています。研修の毎

年の参加者ではなく，研修を終えた方が今でもそれぞれの美術館，博物館において活躍して

いるかどうかという観点から，毎年度の博物館の研修に関する研修修了者が在籍している

館がどれだけいるかということで，過去に研修参加した人も皆さん今，どうしていますとい

うふうなフォローアップをしていきながら，活動している様子をフォローした上で，その数

値を人数として挙げています。 

 ですので，この数値もただ単に 300 人台の数字が挙がっていますけれども，人数が増えた

かどうかというよりも，そこの研修を終えた方々が今どうしているかということを，文化庁

としてもきちんとフォローする。そして必要なサポートをしたり助言したり，横長のネット

ワークを作って回ると，そういったことを奨励していく観点から，こういったアウトカムと

しての数値を集約しているところでございます。 

 14 ページでは，グッドプラクティスとして 4 つ挙げてございます。いろいろな例を挙げ

ておりますけれども，左上が昨年都内の博物館が連携して，東京メトロと連動いたしまし

て，博物館での夜間開館という事業を進めていくに当たって，夜間に来てもらいましょうと

いう取組，これも一定の成果が出ておりました。それから右の方に行きますと，群馬県の前

橋におきまして，博物館の社会包摂事業，引きこもり若者自立支援といった取組も進めても

らっています。 

 それから左下に行きますと，大分県におきまして，学校との連携教育，こういった取組が

ございます。それから右下，これは横展開という観点で，研修事業の一環で博物館の環境会

議というものを開いているのですけども，そうした中で例えばクラウドファンディングに



関して国立が取り組んでいる事例を多くの方に知ってもらう，参考にしてもらいながら，多

様な財源確保に取り組んでもらうといった観点を上げております。 

 最後，15 ページ，今申したような評価と改善点に関しまして，文化クラスターと研修等

に関して，現時点で俯瞰（ふかん）しているところでございます。クラスター事業は昨年度

始めて今年 2 年目，来年度になりますと 3 年目となりますので，そこでしっかり中間評価

を実施していくということを想定しています。また，研修事業に関しましても，それぞれ趣

旨目的に応じて実施しているところでございますけれども，研修内容に関しては毎年不断

の見直しを行っていきながら，より質を高めていきたい。そして，様々なメッセージあるい

はよい事例を，各博物館の方に持ち帰ってもらって，更に実践につなげてもらうということ

で取り組んでいるところでございます。 

 私からまず，以上でございます。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 それでは，委員の皆様方と意見交換をする時間，10 分強をとっておりますが，どなたか

らでも何かお気付きの点等ありましたら，よろしくお願いいたします。 

 きょう，御欠席の方から頂いている御意見，ありますか。 

【佐藤企画官】  本日，御欠席の委員にも事前に事務局から資料を送りしておりまして，

特にどなたからも意見，頂いていないようでございます。 

【河島部会長】  この場，きょう委員の数も，出席の数が少ないので，どんな小さいこと

でも御自由に，何度でも発言していただく時間，たっぷりございますので，よろしくお願い

します。 

【石田委員】  非常に分かりやすい御説明，ありがとうございました。全く門外漢なので，

的外れでしたらお恥ずかしいのですけれども，お許しください。 

 14 番に関しまして達成目標を 3 つ挙げていらっしゃいます。その 3 つのうちの文化クラ

スターの件，それから専門職員の研修の充実に関して指標をお示しいただきながらのお話

だったのですが，2 つめの点は学校との連携とのみ言及されましたが，つまり普及啓発の取

組の促進ということに関して，具体的にはどのように進めていらっしゃるのか，具体的に教

えていただけないでしょうか。それとも，今の中にどういうふうに含まれていたのか，その

辺がつかめていないので教えてください。 

【榎本企画調整課長】  ありがとうございます。施策といたしましては，博物館を中核と

した文化クラスター形成事業の中で，地域と共働した創造活動支援事業というものがござ

います。これが，先ほどの事例で大きな事例ございましたけれども，博物館がいろいろなこ

とをしていく中で，学校との連携，子供たちの活動等も意識した取組も，かなり含まれてお

ります。ですので，そういった活動を抽出していきながらということがまず，一つございま

す。 

 それから 2 つ目が，人材の育成の中で，エデュケーター研修というのがございまして，こ

れが実は博物館の中で，エデュケーターという方の役割というのが，なかなか光が当たりに



くいといことで，あえて文化庁として意図的にこの分野，養成していくのだということで始

めています。こうした事業を通じて，博物館でエデュケーターとして活躍していらっしゃる

方が，より自信を持って地域の子供たち，あるいは学校教育と連携を深めていくという取組

を進めてもらう，そういった実践を作っていきながら，この委員に御指摘いただきました学

校教育との連携に関する施策の実現に向けて動いていくという構造で考えております。 

【石田委員】  なるほど。ありがとうございました。 

【河島部会長】  私，これについて伺いたいことがございまして，博物館を中核とした文

化クラスター形成事業，競争的なスキームとして応募をかけて，こういうことをやりますと

いうプロジェクトを提案してもらって，幾つかが採択されたということでよろしいですか

ね。 

 その条件として，一拠点当たり必ず民間団体と連携をすることというのが条件ですよね。

その場合，多分少なくとも 3 団体以上はというような条件だったのかなと思うのですけれ

ども，もしそうだとするとそれが成果目標として実績になるというのは当たり前のことで

あって，この辺り説明していただけますか。 

【榎本企画調整課長】  ありがとうございます。 

 このクラスター申請主体は博物館を中核とした実行委員会を作ってくださいということ

にしていますので，もうそもの建てつけにおいて，博物館以外のプレーヤーが参加をする。

その中で博物館がリーダーシップをとってくださいというふうにしています。ただ，民間団

体の数等に関しては，特に要項上の数の数値はございません。当然複数の博物館が連携する

というふうにしていますので，2 以上の博物館が組んで，チームを組む。そして，そこがさ

らに，地域の観光協会であるとか商店街ですとか，あるいは公共交通機関の会社等と連携を

組みながら新しい事業を行っていく，イベントを作っていくということを想定しています

ので，そこで博物館だけで閉じこもった施策にせずに，民間をどんどん入れた形にしてくだ

さいということで，こういった指標があるのではないかと考えた次第でございます。 

【河島部会長】  分かりました。そうしますと，目標としては大体 3 つぐらい連携してほ

しいなと，平均的に，そう思っていたところが実績としては 4.1，平均があって，それなり

に連携の数が多かったという，連携の数というか連携している団体の平均の数が多かった

ということですね。 

【榎本企画調整課長】  その上で，私としては 2 つ目の方を重視したいと思っていまし

て，そこで実際どういう活動が行われ，どういった教訓なり成果が作れるかということで，

その 2 つ目のアウトカムに関してはなかなか文化庁，蓄積がなかったものですので，民間と

連携してもらうということを前提とした上で，それ自体も評価のポイントとしながら，それ

でどうなるのと。それは，自分たちだけが潤ったではなくて，ほかにどういうふうな教訓な

り知見が得られるのと。そちらに向かって取り組んでもらうという，この 2 つ目の方を挑戦

していきたく思っております。 

【河島部会長】  分かりました。どうもありがとうございました。 



 そうしますと，しつこくあれですけれども，この事業の審査員の人たちというのが恐らく

いて，その人たちが評価もある程度行っているのですか。それとも文化庁だけですか。 

【榎本企画調整課長】  審査に当たりましては審査委員会を設けていまして，そして年度

ごとに進捗状況の確認，次年度の計画の確認をしております。その際，予算上これは不要で

あろうというものがあれば，ばさばさ切っていく。本当に必要なものだけ，きちんとメリハ

リをつけて取り組んでもらうようにしております。 

【河島部会長】  分かりました。 

 ほかの皆様もいかがでしょうか。 

【大橋委員】  どうもありがとうございます。 

 今回の文化クラスター形成事業，8 か所選ばれているということで，結局この文化クラス

ターにおける博物館の位置付けというのは，多分それぞれの地域で異なると思うのですね。

多分，よりインバウンド向けのところもあるだろうし，あるいはより地域に向けたところも

あるだろうし，そういう意味で言うとグッドプラクティスというのは，恐らく日本全国に当

てはまるグッドプラクティスは恐らくないと思っていて，多分もう少し将来的には類型化

されるというか，ここにはこういうのが当てはまるよねと。でも別のところにはこういうふ

うな事例が当てはまるよねというような感じのグッドプラクティスなのかなと思っていま

す。 

 そういうふうなことが頭に入っているのだろうなと思っているのですけれども，他方で

この測定指標というところに入場者数などと書いてあると，入場者数が多ければ多い方が

いいのだみたいな感じになると思いますけれども，ただこれも例えばもう，じゃあといって

インバウンドに思い切りかじを切って，どんどん観光客を入れることによって，地元の人が

実は何かゆっくり見られなくなくなるとかね，そういうところも多分あるのかなと。 

 そうすると多分，かなり入場者数とか数で見ることって非常に多様性をうまくすくい取

れないことって随分，あるのではないかと思っていて，そこの辺りというのは，この行政事

業レビュー，やらなければいけないとは思うのですけれども，実は行政事業レビューのこの

シートの文面って所詮は上澄みしか見ていなくて，本当の魂というのは別のところにある

はずなので，こういうところで魂のことを議論して，行政事業レビューは上澄みを適当にや

ってもらえばいいということなのではないかと思いました。 

 一つ，研修事業ですけれども，確かに学芸員の方々のモチベーションを高めることはすご

く重要だとは思うわけですが，ただ研修をすることによって何を彼らに求めているのかと

いうところが見えにくいかなと思っていて，研修の数を目標にすえていないだけまだいい

なと思っているのですけれども，ここの辺りの狙いというのは博物館にその人たちをとど

め置くことが目的なのか，あるいはもう少し広いところがターゲットとしてあるのかとい

うところを教えていただきたい。 

【榎本企画調整課長】  ありがとうございます。クラスターに関しては，今回都市部と地

方とで全く違うと思っています。また，地方部でも県庁所在地にあるような比較的地域住民



密着型のところと，地方部においても比較的観光客意識のところと分かれてくると思いま

すので，ざっと申しても大きく 3 つかなと思いますので，そこの中でそれぞれの特徴に応じ

た役割も違ってくる。したがって，そこで得られる教訓とか参考となる事例も違ってくると

いうことを意識しながら，事業の実施に心がけております。 

 来館者数だけというのは正にその御懸念のとおりでございまして，ここも先ほど申した

ような都心の大型博物館と地方で比較的観光客目線を意識した館では，人数どうするとい

う話でございますが，比較的小規模ながらいいコレクションをじっくり見せるところ，ある

いは地方において地域住民の方との関係重視としているところもございます。ですので，こ

こも違ってくるということは意識しています。 

 一方で，あえて入館者数というものを入れていますのは，より博物館が来館者目線という

ものをもっと意識しましょうという観点で，あえてこういったものを入れています。本来的

には博物館ですから，収蔵作品のきちんとした維持・管理，修理の状況，あるいは専門的な

学芸員の方の様々な活動の状況，そういった博物館の中のことをしっかり見るというとこ

ろが大事かと思っていますが，実は今回の文化庁の戦略が 5 個ありますけれども，今申した

ように博物館の本来のところは，どちらかというと戦略の 1 番目に当たるのです。 

 戦略の 1 番目というのは文化資源をきちんと創造・発展・継承していくという話でござい

ます。今回この文化クラスターに関しては，あえて戦略の 1 ではなく戦略の 2 番，文化芸術

に対する効果的な投資とイノベーションの実現というところに，あえてこの話を置いてお

りますので，そこでより，博物館本来業務をした上で更にどう，いろいろな形で外とつなが

っていくかということを，あえて意識したところに置いているところでございます。 

 それから 3 番の研修なのですけれども，研修は毎回，文化庁で行う研修ですから，多くて

も 70～80 人とかしか，1 回の研修ではできません。ですので，研修に参加した人自身の資

質向上もありますが，終わった後のネットワーク形成，横のコミュニケーション作り，こち

らを実はより意識しておりまして，研修参加した人はその後もずっとメーリングリストに

ずっと参加しろと，活動状況などもどんどん横展開しましょうということをかなり意識し

てお願いしているところなのです。 

 ですので，国でできる量的なところは限りがあるということを前提としながら，いかに横

展開していくかということを意識していまして，研修内容はその時点での最新のトピック

をお伝えしますけれども，その後もずっとフォローということは意識したことがいるかな

と思って心がけております。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 日比野委員……。 

【日比野委員】  遅れまして，申し訳ございませんでした。 

 このグッドプラクティスはそれぞれ今，榎本さんが言われたような地域の特性が出てい

るものが，すごく同じクラスターでも場所が違えば，博物館や美術館の規模が，収支が違え

ば組む相手が違ってくるでしょうし，役割も違ってくる。そういうことで代表的な 4 つのプ



ラクティスがあって，こういう成功事例ができた背景というのは，全部把握，説明を聞き逃

している部分がありますので，やや落ちている部分あるかもしれませんけれども，ミュージ

アム・エデュケーターというものの存在が大変重要であると思います。 

 今言われた本来の，美術館，博物館の業務プラス，それをより有効に活用していくという，

その知識というものは，例えば教育機関で学芸員実習というものが，各教育機関であると思

いますけれども，当然そこでは培われられない能力を求めるものになってきますから，そう

いう人材をどうやって育てていくのか，博物館，展覧会は企画できるけれども，どうやって

外に展開していくのかというのは特殊能力というか，広げていくというコミュニケーショ

ン能力とか，その場その場のいろいろなものに適応していく，しゃくし定規じゃない適応能

力というものが求められていくかと思うのですけれども，その人たちが一度やって，その後

本当に継続していくかどうかということを追いかけて調査することはとても大事だと思い

ますし，その 4 つのグッドプラクティス，そして 8 つの実践があったときに，それぞれのエ

デュケーターを受けた人同士が交流できる場というのですかね。 

 こういう情報が集まるセンターがあって，そこでは互いの例は見られるけれども，その当

事者同士が意見交換できると，もっと言葉もそれぞれの，そういうエデュケーターのやり方

があるのかとか，うちだけが悩んでいたことじゃなくてお宅も悩んでいたのねとか，そうい

う解決方法があるのって，そういう現場同士の意見交換が盛んにできると，もっともっとこ

う，言われたからやるのではなくて工夫してやってみようかというようなエデュケーター

が，自主的に自分たちの解決方法を自分たちで考えていくというような，そんなふうにもな

っていくのではないかなとは思いますので，その地域同士，それはもうやられている。失礼

いたしました。そういう場というのは実際にもう。 

【榎本企画調整課長】  はい。おっしゃるとおりでして，ミュージアム・エデュケーター

って大体博物館に一人いればいい方なのですね。ですから，館の中で孤立してしまいがちな

ものですから，そういった方々に持続的に気持ちを持ってやってもらうようにするために

も，フォローアップが要るなと思っていますので，さっき申したようにメーリングリスト，

皆参加するのですよと。それから毎年やっていますので，期ごとの横の連携って高まってい

きますので，横の同総会とかがどんどん始まっている期とかもございます。 

 そして，講師陣の方も，毎年ずっと同じ方に面倒を見てもらっていますので，講師陣の方

との関係もできてくるというふうにしていまして，私としては，この事業今 8 年たったので

すけれども，エデュケーター研修を修了した中からそろそろ，その中から次の講師といいま

すか，次の担い手が出てきてほしいなというふうに思っていますので，何とか各館で孤立し

ないで大きな形として動きを作っていきたく思っているところです。 

【日比野委員】  エデュケーターの下にきっともっと現場で実際に動く，博物館，美術館

によくありがちなというか普通にある，サポーターチームとか友の会とかという人たちが

エデュケーターの下で，例えばメトロだったらスタンプラリーでこういうふうにお客さん

が来たら答えましょうねとかという，エデュケーターの下にシフトで入っている数十人が



いるかと，それがボランティアなのか謝金が生まれるのかはそれぞれだと思うのですけれ

ども，その人たち同士の交流というものも必要かなとは思いますけれども，そういうところ

というはどういう感じなのですかね。正に現場の人たちとの。 

【榎本企画調整課長】  まず，この研修に参加する方自体が結構現場といいますか，最前

線で，自分で事業を回していらっしゃる方が多いのです。国立の美術館ですと比較的，シニ

アな方がチームを作っていますというのもあるのですけれども，現状として割と各館 1 人

でがんばっていますみたいな方が多いように思うのです。国立ですと，おっしゃるとおりチ

ーム制でやっていますので，そうした方の更なるモチベーションですとか横の連携作りは，

確かに御指摘あるなと思っておりました。 

 これまでどうしても，地方の小さい館をどう応援するかという点が課題だなと思ってい

たのですけれども，先生がおっしゃるように大きい，チーム制でやっているところは，論点

が違うかもしれませんから，そこはまた勉強したく思います。 

【日比野委員】  エデュケーター1 人だけで企画をして，そして館の中で理解を得て展開

していくというのはなかなか大変で，広げていく場合には東京藝大と東京都美術館でやっ

ているアートコミュニケーター事業というもので，アートコミュニケーターがもう本当に

年間，毎年 80 人が 3 年間で，80 人ずつが出ていくわけですけれども，そういう人たちがと

ても重要だと思うのですね。美術館，博物館の正規のスタッフ以外の半分，美術館，博物館

を愛していて，そして地域の独自性を自分の生活圏の中で関わりのある美術館が，自分たち

の博物館，美術館だということを自分事で引き受けて，そしてまたいろいろな民間なのかい

ろいろな福祉施設なんかとつなげていくような，そういう人たちが本当に継続していける

ことが一番の，エデュケーターとしても力強いことになっていくかと思うのですけれども，

その人たち同士が，例えばだんだん人数が少なくなっていってしまうという事例もいろい

ろあるのですけれども，もっとその人たちが横のつながりで会えるといいのかな。スポーツ

で言うと草野球チームが年に 1 回，全国大会があってがんばれるみたいな。そんな，みんな

一緒にやっているねという，そういう瞬間が年に一度でも 2 年に一度でもあると，また違っ

てくるのかなと。 

【榎本企画調整課長】  ありがとうございます。ミュージアム・エデュケーターというの

はアメリカとかヨーロッパに行きますとかなり活発ですけれども，日本はまだまだだなと

思っておりまして，それでがんばっているのですけれども，今頂いた点って非常に楽しい，

いろいろな方がわくわくしながら取り組める感じかなと思いますから，いろいろとまた勉

強，研究したく思います。ありがとうございます。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 時間の関係もありますので……分かりました，どうぞ。 

【大橋委員】  一点だけ，申し遅れちゃったのですけれども，気になるのが，文化クラス

ターの底上げを図るということは多分，究極的な目標だと思うのですけれども，そこに博物

館を中核にしたという副詞が付いているところが若干，気になっていて，どちらかというと



人材も文化クラスターの底上げをするような人材育成というのもあるのではないかと思い

ますし，あともう一つ，この人材の中にインバウンドのことが人材育成の中のメニューとい

うか事例としてないのも気にかかっていて，もっと富裕層とか結構来ているのですよね。そ

ういう人たちのケアを文化クラスターの中でちゃんとしてあげるようなこと。それは博物

館も絡むでしょうけれども，中核がある必要はないかもしれなくて，そこは文化クラスター

の中の博物館という感じが，本来観光客というか顧客の目線というのとは別に，点じゃなく

て面なので，その辺りの視点も重要なのではないかと思います。 

【榎本企画調整課長】  大賛成でございまして，ミュージアム・マネジメント研修の中で

は 1 コマ，観光庁の課長に来てもらって，昨今の観光施策との関係というのを意識するとい

うことを入れてあるのですけども，よりマネジメント以外の一般の方々にもインバウンド

関係を意識してどういうふうにやっていくのか，どういうふうに展示を作って見せていく

のかという点，非常にあるなと思っていまして，そういった方々をどういうふうな概念で表

現したらいいのだろう。ミュージアムに関するインタープリターみたいな形で海外ですと

たまに聞いたりするのですけれども，そうした方のいろいろな形での施策の立案というこ

とが今，非常に喫緊なのかと思っております。御指摘ありがとうございます。 

【河島部会長】  議論が尽きないような感じが出てきましたが，時間の関係がございます

ので，申し訳ありませんが次に行きたいと思います。 

 次は，子供の芸術教育・体験の充実について参事官より，芸術文化担当，文化創造担当よ

り，順番に御説明お願いいたします。 

【坪田参事官】  芸術文化担当の参事官でございます。お戻りいただいて，2 ページのと

ころをお開きいただきたいと思います。 

 文化芸術による子供育成総合事業，2 つの大きな事業から成っておりますが，一つはオー

ケストラのような大きな集団で巡回する，学校を巡回する事業と，もう一つが小規模で，ア

ーティストお一人でも派遣ということで，学校に行っていただく事業が大きくあります。 

 さて，達成目標ですけれども，非常に分かりやすい話ですけれども，本物の本当にすばら

しい芸術に子供たちを生で触れさせたいと，学校で触れさせたいと。それによって将来，芸

大に行って芸術家になろうと思っていただくのも本当に有り難い話ですし，またそうは目

指せないけれども，自分は一生音楽・芸術などに親しんで豊かな生涯を送ろうと思っていた

だくこともありということで，こういうことが，副次的な効果も含めて非常に子供たちの学

び，育ちには大きい影響を与えるというようなことで，そういうことを，ここに書いてある

とおり，達成目標としてやっている事業でございます。 

 現状でございますけれども，アンケートをこの事業内でとっております。先ほどの 4 柱の

1 つ目は小中が中心なのですけれども，そこでの文化芸術鑑賞体験機会の提供についてどう

なっているかということで，平成 29 年度中のデータでとりますと，何かしら提供している

と，芸術鑑賞か一緒に演奏したりする体験機会，これが 65.5％あると。ちなみこの 65％，

で全て国の事業でやっているわけではございません。小学校，中学校が単独で自分の運営費



でやっている場合，あるいは PTA とか講演会法人が主催してやってくれている場合，同窓

会なども含めてですね。それと市町村が単独事業としてやっている場合，あと都道府県が単

独事業として支援している場合，そういうものも含め，それにプラス国の事業も含めて

65.5％ある一方，どのような事業も利用せずやっていないというところが 16.8％あると。 

 1 割以上というか 6 校に 1 校という状況があるということでございますし，まだこれから

深い分析をしていかなければいけないと思うのですけれども，特定の学校はずっとやって

いない，あるいは特定の学校はずっとやっているという状況も見られるのではないか。学校

といっても名前が変わって，我々細かい分析は完全にしきれてはいないのですけれども，そ

ういう傾向があるとすれば，手を上げられない学校，やれない学校の子供というのはずっと

鑑賞できない。これはいかがなものかと。特に義務教育においては全国あまねく機会を提供

するということからも，問題ではないかと思っております。 

 一方，この現状分析の中で，そうは言っても今，小中学校等における学校の働き方改革と

いうことで，先生の負担をこれ以上増やしてはいけないと。むしろ効率化すべきだという

今，課題がございます。一方で指導体制をどう充実できるか，あと文化部活動についても部

員減少で成り立たない部活動が出てきているとか，またこの教員の負担も部活動は大きい

ということで，地域で部活動になり変わる質の高い環境整備ができないかということも，大

きな課題としては持っているところでございます。 

 ということで，こういう課題に対応するような小中学校でのあまねく全ての学校への機

会提供ということと，学校の現状を踏まえた文化芸術活動を学校だけではなくて社会教育

も含めてしっかりと与えていけるためにはどういう整備が必要なのかというのが，今課題

として認識しているところでございます。 

 測定目標は，達成目標を図るためでございますけれども，小中学校等において子供を対象

とした文化芸術鑑賞体験機会を提供実施していると回答した学校数，先ほど申し上げたと

おりの割合と，子供たちが体験したことにより豊かな心や感性，創造性を育むことができた

と回答した学校，その割合という。アンケートですけれども，その 2 つを指標としておりま

す。 

 達成手段としては，予算として，国の事業として 53 億円の事業，30 年度中ですけれども，

令和元年，今年度については少し伸ばしてきているというもの。あとは高校の部活動を盛り

上げ，支援するという意味で，全国高等学校総合文化祭というものを毎年やっていたり，あ

とは交付税措置，あと文化部活動を適正にやってもらうためのガイドラインの作成という

ような施策も含めて，併せてやっているというところでございます。 

 次のページがまさに数字で測る部分でございまして，アウトプットとしては活動実績と

いうことで，まず一つ目の事業として学校にオーケストラなどが巡回する事業ですけれど

も，30 年度では当初見込み 1,819 というところが 1,803，次の事業の学校に芸術家を派遣す

るという事業，これは高校も含めてですけれども，これが 3,339 見込みで 4,350 ということ

です。これ，毎年少し数字が確実に増えていっているものでもなかったりする面は，学校の



要望に答える中で少し地方の地域部に行くときには少し多くの経費を要するとか，そうい

うことでなかなか効率的な回り方を完全に確保するということも，必ずしもあまねく日本

全体ということではできないということで，箇所数だけではなくてそういうふだん芸術活

動が見られない地域にも少し目を当てるということで，単に箇所数ではない，このような変

動をしているということが一つございます。 

 一つはアウトカム目標でございますけれど，正に豊かな心，感性，創造性を育むことがで

きたという開催校の割合ということで，アンケートでございますからどちらかというとな

るとこういう評価が高めになるのかもしれませんけれども，それでも現にやっていただい

た子供の感想とかそういうものも拝聴しますと，この 90％以上の水準が維持できていると

いうのもあながち，という部分ではないかということは考えております。 

 次をめくっていただきますと，グッドプラクティスとして演劇の関係ですけれども，東京

演劇集団風というところがやっていただいたミュージカルを，九州を中心にブロックでや

っていただいたわけですけれども，多くのところがこのようにやっていただいているわけ

ですけれども，各実施校のいろいろな実情とか要望とかをしっかり聞いた上で，カスタマイ

ズしたプログラムを作ってやるとようなことを，ここはやられているということでありま

すし，アプローチや広報というのが非常に丁寧にやられて，市町村とかそういうところとコ

ミュニケーションも非常によくやっていただいているというようなところが，非常にしっ

かりやってくださっているなということで，他のところにもこのようなやり方でやると，と

いうことでおひろめしているところでございます。 

 あともう一つ，芸術家を派遣する事業は実演家の安藤さんに，これは関西，大阪の方を中

心とした事業ですけれども，小中学校の子供たちに障がいのある芸術家等をということで

派遣させていただいて，車椅子ダンスの披露や車椅子ダンス体験等の機会等を提供すると

いうことで，非常にこれもいろいろなたくさんの意味，芸術にとどまらない非常に大きな意

味を持ち，また子供たちに非常に感動といいますか，を与えたということで非常にいい評価

を頂いているということで。このようなことをさらに，さっき言いましたような全国，特に

未実施校に広げていくというところと，また，より実質的にも子供たちに意味あるものにし

ていくということが，正にこれからの改善になってくると思います。 

 それが，次のページにまとめておりますけれども，先ほどの繰り返しなりますけれども，

より中身，満足度を上げていくということと未実施校というものについて，これはどうして

かということになりますと，今はやりたい学校に手を挙げてもらって，あとやりたい芸術団

体とこう，うまくマッチングしているはずなのですが，このマッチングの中でどうも固定化

している部分があるのではないかと思っていますので，プッシュ型といいますか，ずっと手

を挙げていない学校を少しターゲッティングして，そういうところになぜやらないのです

か，やったらどうですかということを，教育委員会とも連携してやっていく必要があるかな

ということを，検討しているところでございます。 

 また，改善の方向，下の方にありますけれども，仕組みとして学校の負担ということで，



芸術団体とかとやりとりをするだけでも先生方の負担があるという声もありますので，そ

ういうものを横からサポートするような仕組み，これは部活動も含めて先生方が手をかけ

ずに子供たちにはそういう活動をリーチできるような仕組みを作れたらどうかなというこ

とで，まだ構想段階でございますけれども，一番下の丸の途中にございますけれども，学校，

地域とか芸術団体，あと地域の芸術系の大学も入っていただきたいと思っているのですけ

れども，そういうところが共働して行う地域文化倶楽部という，スポーツの地域のものがあ

ると思いますけれども，あれの文化版というような形で，できたら外部指導者を円滑にコー

ディネートして派遣したり，また合同部活動など学校を越えた部活動のコーディネートが

できたり，あるいは御家庭ではなかなか体験できないような楽器などに触れる機会を与え

たりとか，そういうようなことができてくるのではないか，環境整備ができるのではないか

ということで，次のページにあるのは正にまだ構想中で，これを具体的にどういう仕組みで

運用するかということも，今後の話にはなるのですけれども，この一番下に 5 つ並んでいま

すような機能を持ったような，地域でのシステムというか，枠組みができないかなと今，検

討しているところでございます。 

 以上でございます。 

【三木参事官】  では，続きまして，京都の方から子供の芸術教育・体験の充実のもう一

つの事業，伝統文化親子教室につきまして，御説明をさせていただきたいと思います。資料

は 7 ページでございます。 

 達成目標は，先ほど坪田参事官が御説明されていたものと同じでございます。この事業，

伝統文化に特化しまして，親子，お子さん中心に学んでいただく教室を実施するというもの

です。この伝統文化は広めに捉えておりまして，民俗芸能とか邦楽とか日本舞踊といったも

のだけではなくて，生活文化と言われるような茶道，華道，それから国民娯楽と言われるよ

うな囲碁，将棋まで含めた，幅広いものを伝統文化と，この事業の中で実施していただいて

おります。 

 現状分析の仕方は，この教室に参加が終わった後に子供たちにアンケートを採りまして，

伝統文化への興味・関心が上がったとか，今後の参加意欲とか生活態度への肯定的な変化が

見られたかどうかということを現状分析の項目としておりまして，測定指標といたしまし

ては，80％以上になった項目がどれぐらいあるかというところに着目しております。 

 この事業の達成手段でございますけれども，この親子教室事業は予算約 12 億円で，全国

で伝統文化関係の指導者の方々に教室で実施を頂いています。少なくとも年間 5 回以上，10

人以上を相手にやってもらうことをお願いしておりまして，全国で 3,450 か所，1 年で見ま

すと大体，約 7 万人ほどのお子さんに参加していただいているというもので，これが教室実

施型でございまして，もう一つは自治体が主体となってやるものなのですけれども，自治体

が主体となって地域で，幾つかのところでこの伝統文化の教室を展開していただくと，面的

にやっていただくというものでございます。教室実施型のものは 26 年からやっております

けれども，地域のものは地域的な展開が必要だということで，昨年から始めたものでござい



ます。 

 次のページを見ていただきまして，8 ページですけれども，ここら辺はアウトプットとか

どれぐらいの数をやったかというのが，数として出ております。先ほど申し上げましたアウ

トカムで言いますと，肯定的な変化があった項目を全 8 項目のうち，29 年，30 年，ほとん

ど 80％以上の子供が肯定的に変化したと答えてございます。 

 次のページ，9 ページで，この事業のグッドプラクティスということですけれども，この

事業，ほとんどが教室実施型ですので，それぞれの地域に点になりがちですので，一つ目の

府中のお囃子の場合ですと，教室実施型ではあるのですが，保存会に所属する 24 の支部が

全て組織的にやっていただいているということで，域内で面的に教室実施型をやっていた

だいたような例とか，あと教室実施型と地域展開型の連携という意味で，地域展開型を自治

体がやられる際に，教室実施をやっていただくのは指導者の方々にお願いをするというよ

うなことをやっているのが 2 つ目の例であります。3 つ目は，徳島県のつるぎ町の場合です

けれども，地域展開型ということで，非常に担当部署も積極的で行っていただいておりまし

て，30 年度が初めてなのですけれども今後も拡大が期待できるということになっておりま

す。 

 次のページをめくっていただきまして 10 ページですけれども，今後の改善点というよう

なことで考えますと，地域によって開催される差がありますので，なるべく全国的に子供に

幅広く経験できる機会を提供できればと思っております。それと，この事業は行政事業レビ

ューにも係っておりまして，そこでも今正に議論を頂いているのですけれども，より適切な

アウトカムを設定した方がいいのではないかというような御指摘を頂いておりまして，現

在，先ほど御説明しましたように，経験した子供たちの肯定的な変化ということをアウトカ

ムの指標にしておりますけれども，今行政事業レビューの方での議論では，単に子供だけで

はなくて，子供がこういうことを学ぶとかいうことについて親の気持ちとか意向というも

のも大きいので，参加をさせた親の変化とかこれを教えた指導者についての変化も，アウト

カムの中でしっかり見ていった方がいいのではないかというようなこともアドバイスいた

だいておりまして，今後そこら辺，アウトカムについてブラッシュアップしていきたいと思

っております。 

 私からは以上でございます。 

【河島部会長】  お二人からの御説明，ありがとうございました。 

 それでは，委員の皆様より御質問，御意見等，頂戴したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

【小林委員】  御説明ありがとうございました。大変，興味深い事業をやっていらっしゃ

るということを初めて知りましたけれども，これは先ほどのお話にもありましたけれども，

手を挙げるのですよね。どなたにお聞きすればいいのかな，この伝統文化の全てのものです

けれども，学校で体験するものも含めて，あるいはその芸術家が行くタイプのものも，誰が

企画をして誰が手を挙げるものなのでしょうか，そもそも。 



【三木参事官】  伝統文化親子教室について申し上げますと，教室実施型自体はこの教室

を実施される指導者の方々ですので，保存会の方もそうですし，お茶，お華であればそれを

日頃地域で教えられている方とか，そういう方々です。地域実施型の方は自治体でございま

す。 

【小林委員】  そうですか。学校に行くタイプのものは自治体が手を挙げるのですか。 

【三木参事官】  地域実施型はそうですね。 

【小林委員】  そうすると，先ほど手を挙げないところがあるというのは，自治体レベル

で手を挙げないところがあるということでしょうか。固定化しているという話がありまし

たけれども。 

【三木参事官】  偏在しているというのは正に，まだ 30 年，去年から始まってまだ数が

少ないのですけれども，自治体数的にはまだ 11 しか手は挙がっていないので，ここはもう

少し増やしていきたいと思っています。 

【小林委員】  ありがとうございました。こういうタイプのものって，機会均等みたいな

部分が大事なのではないかなというのは思っているのですね。それで，子供に対するアンケ

ートというのは，それなりに意味があるのだとは思うのですけれども，最近の子供って大人

にこびたとは言いませんけれども，そういうアンケートの書き方というのが結構あるよう

な気がするのです。自分の学生を見ていてそう思うのですけれども，だから，そのときによ

かった楽しかったどんなことがあったと聞いたことに，意味があるのかなと思っちゃうと

いうことですね。 

 むしろ，私自身が余り，鈍感なタイプだったからだと思うのですけれども，自分の経験し

たことが十年後ぐらいにすごく意味があったと思うようなことがあったような気がして，

そういうことの部分でこういうことって大事な気がするのです。ですから，子供に対するア

ンケートって無駄だとは思いませんけれども，そんなに重視する必要があるかなと思った

ということと，むしろどういう成果というかアウトカムがあるか分からないけれども，まず

体験させる場所を増やしていく，これこそ数ですかね，みたいなところで，何人やったとい

うことと自治体数だとか学校数だとか，そういうところでの検証が必要なのではないかな

という気がいたしました。以上です。 

【河島部会長】  事務局の方からお答え，1 回ずつ頂くと結構時間がかかってしまうので，

先に委員の方から御意見をあれして，それでまとめてお答えいただくやり方でお願いいた

します。 

【大橋委員】  途中で出てしまうものですから先に，思ったところだけ申し上げます。 

 この文化芸術鑑賞を体験って非常に重要だと思います。そもそも考えてみると，国民全体

で見てもこうした体験したり鑑賞したりする機会って，人口減少もあるので分析しないと

分かりませんが，実は機会って減っているのではないかと思います。そうしたものを本来増

やしていくということはすごく重要だと思います。そうした観点で見ると，子供のうちにこ

うしたものを経験してもらうことで，大人になって功を奏した，鑑賞のインフラになっても



らうという観点もすごく重要なのかなと思います。 

 この施策の目的として，子供たちに，児童生徒含めて，鑑賞させることが目的なのか，あ

るいはこれをすることで大人になってもこうした文化のインフラの担い手としてなっても

らうことが重要なのか，それによってアウトカムの考え方って随分違うのだと思います。そ

うしたところというのはどういうところに目的があるのか，鑑賞させるだけであれば毎年

毎年同じことをやっていけばいいということだと思います。ただ，将来的に国民のインフラ

を担ってもらうという意味であるとすれば，そうした形の取組というのは非常に重要だと

思います。ありがとうございます。 

【河島部会長】  松田委員，どうぞ。 

【松田委員】  私もあと 15 分ほどで退席しないといけないため，少し観点を変え，全体

的なことに関するコメントをまず一つ申します。資料 2-3 の 1 ページにある「①子供の芸術

教育・体験の充実」と「⑭博物館・文化施設の振興と専門人材育成」と「⑦文化資源を活用

した付加価値創出」についてですが，これらはそれぞれマル 1，マル 14，マル 7 と呼んでい

ますが，マルではない，項目自体の良い名前は何かないでしょうか。「目標」ぐらいになる

のでしょうかね。資料 2-1 の 2 ページにあるように，文科省の「政策目標 12 文化芸術の振

興」が 16 のマルに分けられていますが，この 16 の項目自体は何と呼んだらいいのか，良い

名前を考えられた方が良いと思いました。 

 それと，「評価点と改善点」のプレゼンテーションについてもコメントします。資料 2-3

の 5 ページに示されている「評価点と改善点」を例にして申し上げますと，このフォーマッ

トは良いなと思いました。というのは，まず評価点を挙げ，次に要改善点を上げ，最後に改

善の方向性を示されています。これと同じフォーマットは 10 ページでも見ることができま

す。「（3）評価点と改善点」が，評価点，要改善点，改善の方向性，という順番で，3 つ示

されています。 

 ところが最初に説明いただきました博物館の話になると，15 ページになるのですが，フ

ォーマットが異なるのですね。評価点と改善点を一緒くたにして書かれていて，構成がわか

りにくくなっている気がしました。「（3）評価点と改善点」は同じ定型のフォーマットに

沿って示した方が良いのかと感じました。 

【河島部会長】  ありがとうございました。石田委員，よろしいですか。 

【石田委員】  マル 1 の部分に私は特化して申し上げます。衝撃だったのが，16.8％もの

学校でこういった機会がないという統計結果ですね。この数字だけを見るとはっきり手を

挙げられないでいるところがこれだけある。親が連れて行かなければ演奏会を聞けないと

いう家庭の子にとってこういう機会は非常に重要で，特に近くにそういった施設がない子

供たちにとっては，これは危機的な状況だと思います。様々な大人の事情があるのはよく分

かりますが，これは本当に喫緊の課題だと認識をせざるを得ないというふうに，強く思いま

した。 

 それと，アンケートを採っていらっしゃって，子供たちがよかった楽しかったと書くのは



とってもよく分かるのです。もう一つ，もしかしてもう突っ込んでやっていらっしゃるかも

しれないですけれども，お父さんやお母さん，おじいちゃんやおばあちゃん，お兄ちゃんや

お姉さんに，きょう見たことをお話ししましたか。そういう能動的な何かアクションが，そ

の受容した子供たちにあったのかどうか，私はそこを知りたいなと思います。 

 せっかくなので，田舎に住んでいる親は生の公演を観たり聴いたりする機会がなかなか

ないということもあり，親にもこういった機会を一緒に与えてあげるというのも，いろいろ

な事情はあると思うのですけれどもね，そういうこともできるとよいのではないでしょう

か。親，それから先生に対するアクション，機会の確保，いろいろな意味で子供の周りを取

り巻く親や先生に対する鑑賞事業の事前の活動というのも必要なのだろうと思います。 

 一言で，優れた舞台芸術を鑑賞する，体験するということについて，本当に検証をどこま

でされているのか気になります。優れたということで，一言で言ってしまうことの，言って

しまいたいですけれども，その辺の検証をどの程度なさっていますでしょうか。一度しかな

いかもしれないのです，子供にとってそういった機会がね。そのときに，もちろん琴線に触

れるような体験ができるとは 100 パーセント言えないかもしれないですけれども，我々は

芸術的なレベルを確保する義務があると思うのです。 

質問のような意見のような形になってしまいましたけれども，この事業，非常に重要だと

思っています。これから日本が，例えば子供の自殺率が減る。子供の豊かな，本当に人間生

活を送れるだけの人間形成が行われるようになる。そのきっかけ，入り口になる可能性が十

分にある事業です。文化庁として，積極的に着実に，レベルの確保については,十分注意し

てやっていただきたいと思いますし，期待をしています。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 それでは，参事官お二人，何か……。 

【日比野委員】  こちらの方に地域文化クラブ（仮称）の創設，大変これはいいなという

か，是非できるといいなと感じています。それまで，学校に優れたプロの人たちがマッチン

グされていくということは本当，僕も小さいときを思うと学校でお芝居を見たなとか，何か

演奏会聞いたなという記憶があって，そういうやり方プラスこれからまた，今，僕もこの間

今，あいちトリエンナーレのラーニングプログラムというものでついこの間も，愛知県の静

岡県の県境の豊根村という，名古屋から車で 3 時間ぐらいかかるへき地の小学校に行って，

ものづくりの授業をしてきた。 

 それは，あいちトリエンナーレの一個のプログラムなのですけれども，そういうところに

アーティストが赴いていってということをきっかけにして，作品作りをしていくというプ

ログラムなのですけれども，行くと田舎ですけれども，今皆，iPad とかゲーム，結構ゲーム

をしているという。勝手に思っていたイメージよりも結構都会じゃないと，都会というか情

報はあるのだねというような感じがあったりして，きっと自分の町に学校にプロがやって

くるということ，生の演奏とか生のお芝居を見るのと，今情報はどこでも収集できるので，

きっと違うやり方があるだろうなと思ったときに，この地域文化クラブというものは，先ほ



どのクラスターもそうですけれども，その土地に合ったやり方が，連携の仕方があるとい

う。 

 さっき博物館を中心としたということですけれども，例えば学校を中心とした地域の連

携を文化がつないでいくということであれば，どこにも，優れた演奏家が行くのではなく

て，きっと地域には地域にしかない優れた芸術性のものがあると思うのですね。例えばそこ

行ってホタルを観賞するというのは，都会じゃ見られないけれども，ホタルを鑑賞するコー

ディネーターがいれば，よりホタルのことを見ながら勉強できるとかという，その地域じゃ

ないと感じられないものが体験できるということは，今どんどん均一化，昔は本物は都会に

しかなくて，地域に本物があってでかけていくという，そういうヒエラルキーがあった時代

はあったと思うのですけれども，今は違ってきている。 

 地域しかないものもあるし，情報というのはどこでも，地域，中央格差なくゲットできる

という時代なので，もっとこの地域文化クラブというものの在り方が，きっとこの今までの

派遣するとかマッチングするというだけの仕事が，子供たちに芸術を体感するということ

じゃない，違う作り方の母体になるのかなとは思いますし，今ここの委員限りのシートのと

ころに幾つか関連してくる団体とかが出ていますけれども，例えば僕今サッカー協会，JFA

の方の社会貢献委員会というのにも入っていて，サッカー協会とか J リーグという地域に根

差した，J1，J2，J3，地域リーグという，あそこの組織はすごいもので，世界で言ったら FIFA

は国連より加盟国が多いという，サッカーのスポーツのその組織力というか，あるかと思う

のですけれども，その地域にとってのこのクラブ活動というのはすごくやっているので，そ

こが社会貢献ということでスポーツだけではなくてその地域の特性を生かしたコミュニケ

ーションというものも，動いていたりするのですけれども，なので，今ここに教育委員会と

か文化芸術団体とありますけれども，もう既に組織として日本中で展開しているような，僕

今サッカーの話だけでしたけれども，そういうところと組んでいくと，より芸術というもの

が，表現の幅が，ただ単なる演劇，美術，音楽というだけのカテゴライズされたものではな

くて，子供にとって演劇とか美術とか音楽というのはカテゴライズ，関係ないですから，受

けたものを表現する手段としていろいろ学ぶことがあるのかもしれませんけれども，体動

かす，声を出す，何かそのアクションの軌跡が絵になっていくというような，そんなところ

でいろいろな地域性というのが，もっともっと出せるようなこの地域文化クラブというの

ができてくると，先生の問題とか働き方の問題とか少子化の問題とかも，ひも付いて解決と

いうか，前向きに考えられることができるのかなとも思いました。感想です。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 事務局の 2 人から，何かリプライがあれば，簡単にお願いします。 

【坪田参事官】  簡潔に申します。まず一つは機会均等の観点ですね。これは非常に重要

な観点で，先ほど申しましたように，特に義務教育段階においてはあまねく等しく機会を与

えていくというのが，これは国の方針でもありますので，特にますます複雑化する Society5.0

時代になるというときに，こういう感性を磨くということ，非常に大事だと思いますし，リ



アルタイムにおいては子供の心の問題とかいろいろなものを解決する力になる。 

 将来的にはまたそういう，将来に渡って生き生きと豊かな人生を送れる。あるいは芸術以

外の分野に行ったとしても，こういう発想力というか様々なことが，ビジネスの発想とかそ

ういうものにも展開していくということなので，極めて長期的にも重要だというふうに思

っております。すぐに効果の検証が，今やった途端でこれがよかったかというと，よかった

と丸を付けるというだけでいいのかということは，おっしゃるとおりでございまして，本当

は時間をかければ 10 年後に，さかのぼって 10 年前のあれのおかげで今どうなっているか

とか，よかったと思うかみたいなことができれば，本当は一番いいと思いますけれども，評

価の長期化みたいなことと併せて，いろいろ検討はしていきたい観点だと思っていますし，

先ほどのアクションを伴う，誰か家族とその話をしたかと。きょうのオーケストラすごかっ

たとか演劇すばらしかったみたいな，そういうのを今のアンケートでは特に課していると

は聞いてないのですけれども，そういう工夫も非常にいいことではないかなと考えていま

すので，また検討に入れていきたいと思います。 

 あと，本当に体験する場を増やすということで，何でも学校，学校って，地域のある意味

拠点ですから，学校であまねくやるということがまず，なくてはならないと思っています

し，文化庁の芸術教育が移管されてきましたので，しっかりと音楽，美術の授業あるいは特

活の時間，総合学習の時間を使ってこういう活動をどんどんやっていくということを，学校

を起点にやることも大事なのですけれども，一方で小中をまたいで，中高をまたいで，ある

いは青少年教育としてかつて公民館や自治体のいろいろな会館が担っていたいろいろな文

化の体験とかの提供機能というのが今，薄らいできているという中で，そこをまた取り戻す

といいますか，新たな枠組みとかシステムを入れていくというようなことも，地域によって

はニーズがあるのではないかという，正に日比野委員が御指摘のとおりでございますので，

そういう形でこの地域文化クラブ，まだこれふわっとしていますけれども，これをどういう

仕掛けでどうやっていくか，おっしゃられたとおり本当に，既に総合型スポーツクラブがあ

るところには，そこに文化も入れてやっていただくというようなやり方もあります。 

 おっしゃるとおり J リーグが，下部組織まであるところの J リーグの一つの形でやってい

ただくと。ドイツのああいうクラブ活動とかを見習って作った J リーグとしては，それもあ

りだと思っていますので，そういうところとかいろいろ，商工会議所がやってくださる場合

とか技術団体がやる場合，あと地域の大学がやろうとする場合，いろいろなパターン，主体

があっていいと思っていますので，そういうモデルを作って発信するようなことが近いう

ちできたらなという構想でございますので，そういう意味ではいろいろな知恵を貸してい

ただけければと思っております。ありがとうございます。 

【三木参事官】  それでは，伝統文化教室の件ですけれども，数をしっかり確保して，全

国的に子供たちが等しく機会を持てるようにということが重要だと思いますので，教室実

施型はもう数年来やってきておりまして数字がある一定なので，キーは地域での展開型か

なと思いますので，自治体としっかり協力して，ここを増やしていきたいと思います。それ



から，アウトカムの話は小林委員，それから石田委員からもお話のあったことも踏まえまし

て，よりブラッシュアップをしてきたいと思っております。 

【河島部会長】  ありがとうございました。 

 時間が押していまして，もう一つありまして，文化資源を活用した文化価値創出につい

て，3 人の方でしょうか，文化財第一課と文化資源活用課，参事官から順番に御説明お願い

したいのですが，松田委員はそろそろ御退席ということで。 

【松田委員】  先ほども申しましたが，フォローアップのプレゼンテーションの構成を是

非そろえていただきたいということが，私からの最後のコメントです。ありがとうございま

した。 

【河島部会長】  ありがとうございました。残りのお 2 人は私たち 3 人だけになるので

すけれども，少し延びても大丈夫ですか。 

【日比野委員】  大丈夫です。 

【河島部会長】  申し訳ありません。では，事務局の御説明よろしくお願いいたします。

では，文化財第一課長からお願いいたします。 

【山崎文化財第一課長補佐】  すみません。所用がありまして，私，課長補佐の山崎とい

います。よろしくお願いいたします。 

 まず，資料ですね，文化資源を活用した付加価値の創出というところでございますが，日

本が誇る先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業でございます。こちらは，国際観光旅

客税で今年措置されました事業でございまして，事業の資料はありますか，この事業は訪日

外国人観光客，旅行者の各旅行前，訪日直後，主要観光地に行ってから，その帰国直前と帰

ってからというそれぞれの各段階において，先端技術を駆使して文化財等の効果的な発信

をするという，魅力発信をしていくというような事業でございます。 

 ページ番号 16 番でございます。失礼いたしました。16 番の日本が誇る先端技術を活用し

た日本文化の魅力発信事業でございます。この達成目標といたしましては，今申し上げまし

たように，日本文化について訪日外国人の旅前の情報入手の容易化，先端技術を駆使した効

果的な発信を行って，各地域で消費の拡大だとか体験満足度の向上，再訪意向の向上を図っ

ていくというような事業でございます。 

 現状分析としてはこちらにございますように，訪日前の公的な情報発信，外国人への日本

文化の魅力発信に課題があるという認識がありまして，それに基づいて消費拡大，訪日外国

人の旅行者の体験，満足度の向上だとか，そういった再訪意欲の向上を図るための情報発信

をしていくと。そのために，例えば情報収集をするに当たり，利用する空港等での主要イン

フラ，訪れる主要な観光地での文化財をはじめとする日本固有の文化資源の風景や日本文

化の魅力を発信する取組が必要だという認識の下，行っているということでございます。 

 測定指標といたしましては，ページ番号，次の 17 ページにも行政事業レビューの抜粋と

いうことで掲げさせていただいておりますけれども，表のまず一番上ですね，アウトカムと

して訪日外国人旅行者の再訪意欲がこの目標値を上回ることということでございます。成



果指標といたしましては，空港等において日本文化の魅力発信事業において測定した，訪日

外国人旅行者の日本へ再訪したいと回答する割合というものが 1 つ。さらにはその下の文

化財所有者が行う，観光地において文化財所有者が行う日本文化の魅力発信の取組に対す

る訪日外国人旅行者の満足度というのが 2 つ目。更にもう一つとして，空港で魅力発信を行

うということでございますので，その 3 つ目のところですが，空港等における日本文化の魅

力発信事業において測定した，訪日外国人旅行者の滞在の満足度ということで，3 つ指標を

掲げさせていただきたいと考えております。日本文化の魅力発信については，以上でござい

ます。 

【河島部会長】  続けて，文化資源活用課の方ですかね。 

【菊地文化資源活用課課長補佐】  文化資源活用課の菊地と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。ページ，22 ページ，お願いをいたします。私から 2 つ，取組を紹介させ

ていただきますが，まず Living History（生きた歴史体感プログラム）事業について先に説

明をいたします。現状分析の箇所を御覧ください。 

 訪日外国人観光客などの観光客が年々増えておりますけれども，各地の重要文化財，建造

物，史跡等を訪れていただいて，日本の歴史文化の理解を深めていただくということは，非

常に重要なことと，インバウンドの促進にも重要だと思っております。しかしながら，観光

客が訪れた場所で必ずしもその往時の姿が分かりやすい形で公開されていないために，文

化財の価値，魅力が十分に伝わってないというような状況がありますので，訪れた文化財の

ところで，例えば往時を再現した歴史体験行事を実施したり，当時の衣装などの展示を行う

ことによって，文化財に新たな付加価値を加えて，魅力を更に増していただくというような

取組を行おうと考えております。 

 こうした支援を通じまして，観光客等に文化財とともに歴史を体感していただいて，地域

活性化の好循環の創出を行おうというような取組でございます。この取組につきまして，達

成目標と測定指標について御説明をいたします。一番上の達成目標のところでございます

が，観光拠点としての更なる磨き上げが図られ，訪日外国人旅行者が増加することというこ

とでございます。 

 それから測定指標，上から 3 つ目になります。観光拠点整備計画等とありますけれども，

事業を実施する地方公共団体や，地公体や民間団体を含む協議会に対して計画の策定をお

願いしまして，その中で例えば Living History 事業として組み立てたプログラムへの参加

者の総数であったり，文化財を訪れた外国人観光客数などの目標を設定していただいて，そ

の目標を，それぞれ設定された目標を 80％以上達成した地方公共団体等の割合ということ

を測定指標とさせていただいております。 

 1 枚，次のページをお願いいたします。主な事業の分析ところでございますが，ただいま

申し上げました測定指標を成果指標としておりまして，成果目標といたしましては，観光拠

点整備計画等の目標値の達成率が 80％以上となる地方公共団体等の割合，これが 80％以上

になることというのを目指したいと考えております。この取組は今年度から始める事業で



ございますので，その他の項目につきましては特段記載しておりませんので，省略をさせて

いただきます。 

 次に，24 ページをお願いいたします。24 ページからは文化財多言語解説整備事業でござ

います。先に現状分析の箇所を御覧ください。訪日外国人旅行者が地域を訪れた際に，解説

文が乱立していたり表記が不十分なために，観光地としての魅力が伝わらない等の課題が

ございます。例えば，英語などによる解説が存在しなかったり，日本語で書かれたコンパク

トな解説を単に直訳しただけの解説になったりしておりますと，外国の方にとって我が国

の文化の魅力を十分に伝え切れないというような事態になってしまいます。 

 そのために，文化財について分かりやすく魅力的な多言語解説文によって，先進的・高次

元な手法を用いた媒体を整備する事業への支援を行って，訪日外国人旅行者の満足度を向

上させるということを考えております。達成目標と測定指標について説明をいたします。一

番上の達成目標でございますが，外国人等の意見を踏まえた先進的・高次元な解説板等の多

言語化を支援することでございます。測定指標でございますが，整備を実施した観光拠点に

おける，外国人旅行者の満足度を指標としています。達成の手段につきましては，ただいま

概要を説明いたしました，この事業を平成 30 年度から実施しておりますけれども，この施

策の実施を通じて目標の達成を図りたいと思っております。 

 それから，（2）でこのページと次のページにかけて 2 つ事例を載せております。一つは

日光の二荒山神社での取組でございますが，時間の関係でその詳細は省略をいたします。 

 次のページの，成果目標と成果実績でございます。成果指標は先ほど申しましたように，

整備を実施した観光拠点における外国人旅行者の満足度としておりまして，成果目標はこ

の満足度が 80％以上になることというのを目指したいと考えております。なお，30 年度既

に取組を始めておりますけれども，まだ成果報告が届いておりませんので，成果実績の箇所

につきましては空欄になっておりますことを，最後の申し添えさせていただきたいと思い

ます。 

 私からは以上です。 

【坪田参事官】  私からは 19 ページに戻りまして，日本博を契機とした文化資源による

観光インバウンドの拡充ということでございます。始めに申しますが，部会長から御指摘も

ありましたように，まず観光インバウンドの拡充というのが最終目標のようになっており

ますけれども，もちろん言うまでもなく，文化芸術の振興を図るというようなことも大前提

としてあった上で，国際観光旅客税を活用した事業であるということで，このような達成目

標の書きぶりにさせていただいております。ここに記述のとおりございます。 

 現状分析として，インバウンドということで見ますと，インバウンドに資する情報発信と

か取組というのは，並行して日本の特に若者とか子供たちに対してそういう分かりやすい

情報発信，また機会提供にも同時に資するものになっていくというようなことを考えてお

りまして，これまで分野とか施設ごとに情報発信が，少しばらばら感があったというような

ものを一元的にしていくというようなこととか，あるいは本当にいい取組の蓄積というの



が余り，ほかの都道府県といいますかそういうところに展開されていない傾向があるとい

うことで，とりわけこの海外の発信というところは，観光庁との連携も既に始めております

けれども，戦略的，国ごとのニーズ，興味に対応したプロモーションであるとか，あるいは

訪日外国人が滞在していろいろなプログラムを体験したいというという，そういう体験型

のプログラムコンテンツの開発であるとか，また新しい見せ方，新しい最新技術を使った取

組であるとか，そういうものをこの事業で後押しすることによって，それをレガシーとして

も残す，全国にも横展開してくというようなことが狙いであるし，そういう分析の観点でや

っていかなくていけないと思っております。 

 測定指標でございますが，これは正に御示唆を頂きたいところでございまして，実はこの

事業については必要な効果検証をどうするかについての調査費も確保しておりまして，今

後，年度内に実施していくということになりますので，正にこういう観点で指標を立てるべ

きだという観点を頂ければ，それに即して今後検討していくことになろうかと思っており

ます。達成手段ですけれども，この予算においてですけれども，約 35 億円の新規予算を国

際観光旅客税で確保しているということでございます。 

 次のページに指標が書いてありますけれども，現時点で考えているところは，アウトカム

の指標としては，それぞれの委託事業の公募と採択というのが今，進行中でございますけれ

ども，それぞれの申請書に例えば 1 万人の鑑賞者を集めるとか，入場者数を集めるというよ

うなことを書いていただいている中で，うち 15％とかあるいは何人とかという形で，訪日

外国人旅行者の鑑賞者，入場者を確保するということを，書いていただいて申請を頂いてい

るということで，その見込みがちゃんと達成できたかということを成果指標にするという

ことが，委託事業についても下にあります補助事業についても一つ分かりやすい，数量的に

分かりやすい目標になってくるかなと思いますが，これ以外にも我々，副次的に考えなくて

はいけない目標，そもそもの文化技術の目標というものも頭に置きながらやる必要なるな

ということを，改めて思っているところでございます。 

 日本博のイメージございますが，次の 21 ページありますように，これはもう現在，ほぼ

ほぼ採択が終わって，公表も少しずつしているものでございますけれども，外国の方の興味

がある日本のよろいを集めた展示を分かりやすく，また体験型のプログラムを入れてやっ

ていくとか，フーリア美術館というアメリカのスミソニアンにある美術館の，門外不出の北

斎のいろいろな肉筆画等を高精細複製画で持ってきて展示するとか，あとは外国人のため

の歌舞伎鑑賞教室，他にも能楽や文楽なども計画中ですけれども，そういうものが日本博と

しては今，考えているところであります。また，時期が来ましたら大々的に広報，情報発信

をしたいと考えております。 

 以上です。 

【河島部会長】  ありがとうございました。時間を過ぎているのですが，残っている我々

で何か，この場であれば，是非お願いいたします。いかがでしょうか。 

【日比野委員】  日本博の出国税を資金源としてということで，インバウンドが主語とし



て語られているということで，そうだなと思って拝見しておりますが，いろいろな歴史とか

文化財のものを外国の方により知ってもらうために，最新のいろいろな機器を使って多言

語化する，分かりやすく発信していくということが一番基本的なことかと思うのですけれ

ども，往々にしてきっと，日本人がどれだけ知っているかというと，割と知らなかったりす

ることもたくさんあると思います。 

 僕も知らないこともたくさんあって，いろいろな地域に行って，当然この地域の人はこの

地域のことを知っているのだろうなと思って，例えば普通の近所の人とかタクシーの人に

聞いても，前もって調べた人の方がよく知っているということも多々あることで，なので外

国人の人が日本に興味がやってきて，目的をもってその地域に行って調べていくのできっ

と，今でいったらいろいろなサイトで十分調べて行っているかと思いますし，なのでこうい

う多言語化を踏まえたきちんとした整備をすると，改めて近所の人がああそうだったのか

と，日本語を読んで学ぶ機会も何か多いような気がするのですね。 

 なので，目的としては当然，インバウンドかもしれませんけれども，一番のガイドするも

のは表示とかサインではなくてその地域の人が，いや実はここはねという，言葉でもてなし

ながら会話の中でその人なりの解釈の歴史観を，外国から来た人たちに話をするという，そ

この中で片言なのか同時通訳のアプリを使ってもいいと思うのですけれども，それが一番，

インバウンド海外から来た人たちがきちんとしたデータで習得する歴史的な情報プラス，

日本人とそこの人と話した笑顔とかというのはすごくいい，その人から聞こえた言葉が，さ

っきの子供たちが本物を見るということと同じように，本物の文化財を見ると同時に本物

の，そこに住んでいる日本人と会話するというのは，とても記憶に残ることになると思うの

で，こういうサイン的なものプラスそれを改めて日本人が見て，そうだったんだよなという

ことを確信した上で，きっと英語の表示と日本の表示があると，日本語で言うのは英語でこ

ういった言い方をするのだという，そういうのを見たりすることもあるのですけれども，日

本人にとってもとても有効なものになっていくのだろうなという，そういうふうになって

いくといいなとは思っております。 

【河島部会長】  小林さん。 

【小林委員】  いいです。 

【河島部会長】  いいですか。はい。 

 大体，結構なのですけれども，私 20 ページにあるアウトカムのところだけ，少しだけ申

し上げたいのですけれども，委託事業者が設定した何々における訪日外国人旅行者数を上

回るとか，最初から委託事業者と補助事業者に設定をしてもらって，そのカウントをするの

も彼らなので，どうかというところがあって，観光学の先生が前，ほかの場でおっしゃって

いたのですけれども，数えることは結構大変なわけなのですよね，実際には。かなりアバウ

トな数値が出てくるだけで，余り意味あるかなというようなことをほかの場面でおっしゃ

っていたことがあるので，気にはなりました。 

 それでは，委員からの意見は以上なのですけれども，事務局として今のお三方，何かあれ



ば，御回答があれば。特にないですか。よろしいですか。 

 はい，どうぞ。 

【坪田参事官】  非常に大事な御指摘を頂いたと思っています。外国の方に分かりやすく

英語表記を考えたり，いろいろなコンテンツ，プログラムを考えたりするということは，日

本の方，特に子供たち，これまで興味がなかった若者にも非常に分かりやすくなるし，いろ

いろと入っていく機会を与え得ると，身近な機会を与えるものですし，地元の固有の文化を

意外と知らないということを，外から評価されて再評価，再認識するというのはよくあるの

ではないかと思っていますので，そういうことで誇りを持てるということも含めて，地元の

文化を再認識したり学び重ねをしていただくというようなことが子供たちにもできれば，

非常に大きな効果が長期的にもあるではないかと，そういう大きなプロジェクトとして狙

っていこうとは思っております。 

 もう一つ，部会長から指摘があったところ，非常にごもっともな部分もあるのですけれど

も，これまで無理だ，無理だということでいろいろインバウンドを掲げてきたプロジェクト

についても，余りこういうことをやってこなかったということで，初めて自ら自己申請とそ

の評価も若干どうとるのだというようなところがあるのですけれども，こういうことを意

識して，例えばチケットをもぎる方々が，多分見方，なかなか分からないと思うのですね。 

 エントリーがインターネットで外国のカードとかで入ってくれば明らかに外国の方で，

来た人なのですけれども，本当に来られた方が日本に在住の方なのか訪日外国人かという

ことも本当は分からないし，あといろいろ分からないですけども，最寄りの方が認識してい

ろいろ会話に耳済まして，これで大体 3 割ぐらいが今回は入ったとか，昨年は 1 割しかい

なかったけれども今回は，3 割は外国の方に入っていただいたと。それも，アジアの方々が

非常にこの講演を評価してくれたのだということを積み重ねるだけで，本当にニーズに対

応したものにどんどん改善できたり，新たなプロジェクトに挑戦する心も生まれてくるの

ではないかというようなことも含めて，余り厳密ではないかもしれませんが，非常に大事な

意識付けかなと思っていますので，これも更にいろいろ吟味していきたいというふうに思

います。 

【菊地文化資源活用課課長補佐】  私からも一言，日比野委員がおっしゃったとおりでご

ざいまして，多言語の整備なんかをしていきますと，外国人のみならず，実は日本の方にも

非常にいい取組，効果が出ると思っております。英語に例えばする，中国語にするという過

程では，まずは今ある日本語をしっかり見直す。日本語で書かれている説明を見直す過程に

おいて，より身近にある文化財というのはどういう性格のものなのかと，当然背景の違う外

国の方に説明することになりますから，更にさかのぼって丁寧にその自分たちの宝物はど

ういうものなのかを考えていくことになり，それがひいては地域にとってよりその文化財

に対して愛着を持っていただく過程になっていくのだろうと思っております。 

 また，表示やサインだけではなくということがございましたけれども，この多言語の取組

のみならず，今回文化財保護法が 4 月に改正されたものが施行されましたけれども，地域に



おいて未指定の文化財も含めて保存・活用するための地域の計画を作っていきましょうと

いうような動きもございます。 

 それらの中では，文化財を点にするのではなくて面として捉えながら，地域の文化財がど

ういう成り立ちになっていて，それをどう我々地域の人たちは今後守っていく必要がある

のかというようなことを考えていくような，そういう取組も進めていきたいと思いますの

で，こういった解説の充実を通じて，又はその計画の策定等を通じて，地域の方も含めて自

分の言葉で自分の地域の宝がしっかりと語れるというようなところまで，しっかりと取組

ができるように応援していきたいと思っております。 

【河島部会長】  どうもありがとうございました。予定の時刻を超過いたしまして，大変

失礼いたしました。次回以降もきょうのようにまた，活発な御審議を賜りたく，どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 最後に事務局から連絡事項を頂きまして，閉会といたします。 

【佐藤企画官】  今後の日程等についてでございますが，別途また，御連絡をさせていた

だきます。また，タブレットの端末ですけれども，そのまま机上に置いておいていただきま

すよう，お願いいたします。事務局からの連絡は以上です。 

【河島部会長】  それでは，これで閉会とさせていただきます。きょうはどうもありがと

うございました。 

 

── 了 ── 

 


